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	入学資格審査実施要項
鹿屋体育大学入学資格審査について 本学に学校教育法施行規則第150条第7号(大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学までに18歳に達するもの)により出願しようとする者は、事前に本学の個別の入学資格審査を受ける必要があります。 申請手続 次の書類を、本学入学者選抜要綱に記載の申請締切日までに、本学教務課入試係へ提出してください。 ※該当する書類は、全て提出してください。提出がない場合は、該当がないものとして扱います。 提出先 【書留郵便】(「個別の入学資格審査申請書類在中」と明記してください。) 審査方法 本学入試委員会において、提出された書類に基づき、高等学校卒業と同等の学力があるかどうかの審査を行います。 審査結果の発表

